


る場合は、患者に対して、当該事務連絡に基づく対応ができる旨説明するこ

と。 

 

２．１．により、患者が電話や情報通信機器による服薬指導等を希望せず、薬

局における対面での服薬指導等を希望する場合においては、感染拡大を未然

に防止する観点から、帰国者・接触者外来等の医師は、可能な限り、患者が

希望する薬局の連絡先等を把握し、患者の同意を得た上で、事前に当該薬局

に対し情報提供するとともに、患者に対しても当該薬局にあらかじめ連絡す

るよう伝えること。 

   


